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規 則  

 

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   平 成 21 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

横 浜 市 規 則 第 67 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を  

   改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年 ３ 月 横

浜 市 規 則 第 17 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 目 次 中 「 第 88 条 の ６ 」 を 「 第 88 条 の ９ 」 に 、 「 （ 第 89 条 ） 」 を 「

（ 第 89 条 － 第 89 条 の ４ ） 」 に 、  

「 第 ２ 節  フ ロ ン 類 の 排 出 の 抑 制 （ 第 90 条 ） 」 を  

「 第 ２ 節  フ ロ ン 類 の 排 出 の 抑 制 （ 第 90 条 ）  

 第 ３ 節  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 （ 第 90 条 の ２ － 第 90 条 の  

     ４ ）                      」 に

改 め る 。  

 第 88 条 の ２ 中 「 、  5,000 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 」 を 「  2,000 平 方

メ ー ト ル 以 上 で あ る 」 に 改 め る 。  

 第 88 条 の ３ 中 「 特 定 建 築 物 の 建 築 に 係 る 工 事 に 着 手 す る 」 を 「 当

該 特 定 建 築 物 に つ い て 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 ６ 条

第 １ 項 若 し く は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 確 認 の 申 請 又 は 同 法 第

18 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 計 画 の 通 知 を す る 」 に 改 め る 。  

 第 88 条 の ４ 第 ２ 項 中 「 第  141 条 の ６ 第 ２ 項 」 を 「 第  141 条 の ７ 第

２ 項 」 に 改 め る 。  

 第 88 条 の ５ 中 「 ま で に 」 の 次 に 「 （ 当 該 変 更 に 関 し て 建 築 基 準 法

第 ６ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 確 認 の 申 請 又 は

同 法 第 18 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 計 画 の 通 知 を す る 場 合 に あ っ て は 、 当

該 確 認 の 申 請 又 は 計 画 の 通 知 を す る 予 定 の 日 の 15 日 前 ま で に ） 」 を

加 え る 。  

 第 88 条 の ６ 第 １ 項 中 「 第  141 条 の ６ 第 １ 項 」 を 「 第  141 条 の ７ 第

１ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第  141 条 の ６ 第 ２ 項 」 を 「 第  141 条

の ７ 第 ２ 項 」 に 改 め 、 第 ８ 章 の ２ 中 同 条 を 第 88 条 の ７ と し 、 第 88 条

の ５ の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 建 築 の 中 止 の 届 出 等 ）  

第 88 条 の ６  条 例 第  141 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 当 該 特  

 定 建 築 物 の 建 築 を 中 止 し た 日 以 後 速 や か に 行 う も の と す る 。  

２  条 例 第  141 条 の ６ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 公 表 す る 内 容 は 、 建 築 を
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中 止 し た 日 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 と す る 。  

 第 ８ 章 の ２ に 次 の ２ 条 を 加 え る 。  

 （ 建 築 物 環 境 性 能 表 示 の 広 告 へ の 表 示 ）  

第 88 条 の ８  条 例 第  141 条 の ９ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 規 則 で

定 め る 広 告 は 、 販 売 等 建 築 物 の 全 部 又 は 一 部 の 価 格 及 び 間 取 り が

表 示 さ れ て い る 広 告 で あ っ て 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す

る 。  

 (1)  新 聞 紙 、 雑 誌 、 ビ ラ 、 パ ン フ レ ッ ト そ の 他 こ れ ら に 類 す る も

の に 掲 載 さ れ る も の （ 面 積 が  62,370 平 方 ミ リ メ ー ト ル 以 下 で あ

る も の を 除 く 。 ）  

 (2)  電 磁 的 方 法 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報

通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 市 長 が 別 に 定 め る も の を い

う 。 ） に よ る も の （ 当 該 広 告 の 方 法 等 に 照 ら し 建 築 物 環 境 性 能

表 示 の 表 示 を し 、 又 は 販 売 等 受 託 者 を し て 表 示 を さ せ る こ と が

困 難 で あ る と 市 長 が 認 め る も の を 除 く 。 ）  

 （ 建 築 物 環 境 性 能 表 示 の 表 示 の 届 出 ）  

第 88 条 の ９  条 例 第  141 条 の 10 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 当 該 販 売 等 建

築 物 に つ い て 初 に 建 築 物 環 境 性 能 表 示 （ 当 該 建 築 物 環 境 性 能 表

示 の 内 容 に 変 更 を 生 じ た 場 合 に お け る 当 該 変 更 後 の 建 築 物 環 境 性

能 表 示 を 含 む 。 ） の 表 示 を し 、 又 は 販 売 等 受 託 者 を し て 表 示 を さ

せ た 日 か ら 15 日 以 内 に 行 う も の と す る 。  

第 89 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 条 例 第  144 条 第 １ 項 に 規 定 す る 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 量 が 相 当

程 度 多 い 者 で 規 則 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

 (1)  本 市 に 設 置 し て い る す べ て の 事 業 所 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル

ギ ー 使 用 量 （ エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 に 関 す る 法 律 施 行 令 （

昭 和 54 年 政 令 第  267 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 原 油 換 算 エ ネ

ル ギ ー 使 用 量 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 前 年 度 に お け る 合 計 量 が  

   1,500 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 の も の （ 次 号 に 該 当 す る も の を 除 く 。

）  

 (2)  連 鎖 化 事 業 者 （ エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 54 年 法 律 第 49 号 ） 第 19 条 第 １ 項 に 規 定 す る 連 鎖 化 事 業 者 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、 当 該 連 鎖 化 事 業 者 が 本 市 に 設 置 し

て い る す べ て の 事 業 所 及 び 当 該 連 鎖 化 事 業 者 が 行 う 連 鎖 化 事 業

（ 同 項 に 規 定 す る 連 鎖 化 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 加 盟 す る

者 が 本 市 に 設 置 し て い る 当 該 連 鎖 化 事 業 に 係 る す べ て の 事 業 所

に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量 の 前 年 度 に お け る 合 計 量 が  

   1,500 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 の も の  

 (3)  自 動 車 か ら 排 出 さ れ る 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質 の 特 定 地 域

に お け る 総 量 の 削 減 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 令 （ 平 成 ４ 年 政
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令 第  365 号 ） 第 ４ 条 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 被 け ん 引 車 （ 自 動 車

の う ち 、 け ん 引 し て 陸 上 を 移 動 さ せ る こ と を 目 的 と し て 製 作 し

た 用 具 で あ る も の を い う 。 ） 以 外 の 自 動 車 で あ っ て 、 市 内 に 使

用 す る 本 拠 の 位 置 を 有 す る も の に 限 る 。 ） の 前 年 度 の 末 日 に お

け る 使 用 台 数 が  100 台 以 上 の も の  

 第 89 条 第 ７ 項 中 「 地 球 温 暖 化 対 策 」 を 「 地 球 温 暖 化 を 防 止 す る 対

策 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ８ 項 と し 、 同 条 中 第 ６ 項 を 第 ７ 項 と し 、

同 項 の 前 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

６  条 例 第  144 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区

分 に 応 じ そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 地 球 温

暖 化 対 策 事 業 者 の 事 業 所 に お い て 容 易 に 閲 覧 で き る よ う 場 所 、 時

間 等 に 配 慮 し て 備 え 置 き 、 掲 示 す る 等 の 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。 た だ し 、 当 該 事 項 に 公 に す る こ と に よ り 地 球 温 暖 化 対 策 事 業

者 の 競 争 上 の 地 位 そ の 他 正 当 な 利 益 を 害 す る お そ れ の あ る 事 項 が

含 ま れ る 場 合 に お い て は 、 そ れ ら の 事 項 に つ い て は 公 表 す る こ と

を 要 し な い 。  

 (1)  地 球 温 暖 化 対 策 計 画 に 係 る 公 表  次 に 掲 げ る 事 項  

  ア  地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 概 要  

  イ  地 球 温 暖 化 対 策 計 画 の 計 画 期 間  

  ウ  温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 状 況  

  エ  温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 抑 制 に 係 る 目 標  

  オ  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 (2)  地 球 温 暖 化 を 防 止 す る 対 策 の 実 施 の 状 況 の 報 告 に 係 る 公 表  

  次 に 掲 げ る 事 項  

  ア  地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 概 要  

  イ  地 球 温 暖 化 を 防 止 す る 対 策 を 実 施 し た 年 度  

  ウ  地 球 温 暖 化 対 策 計 画 の 計 画 期 間  

  エ  温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 状 況  

  オ  温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 抑 制 に 係 る 目 標 の 達 成 状 況  

  カ  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 第 89 条 第 ５ 項 を 削 り 、 同 条 第 ４ 項 中 「 ６ 月 末 日 」 を 「 ７ 月 末 日 」

に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ３ 項 中 「 ６ 月 末 日 」 を 「 ７

月 末 日 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ４ 項 と し 、 同 条 第 ２ 項 中 「 事 業 所 が

前 項 に 定 め る 事 業 所 」 を 「 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 」 に 改 め 、 「 の 翌

年 度 」 を 削 り 、 「 ３ 年 度 ご と 」 の 次 に 「 （ 平 成 21 年 度 を 始 期 と す る

地 球 温 暖 化 対 策 計 画 に あ っ て は 、 １ 年 度 ） 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第

３ 項 と し 、 同 条 第 １ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 年 度 の 前 年 度 又 は 前 々 年 度 に お

い て 同 項 に 規 定 す る 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 量 が 相 当 程 度 多 い 者 で

規 則 で 定 め る も の に 該 当 す る こ と に よ り 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 を 作
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成 し た 者 は 、 同 項 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 号 に 規 定 す る 原 油 換 算 エ ネ

ル ギ ー 使 用 量 の 前 年 度 に お け る 合 計 量 が  1,500 キ ロ リ ッ ト ル 未 満

と な り 、 又 は 同 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 前 年 度 の 末 日 に お け る 使 用 台

数 が  100 台 未 満 と な っ た 場 合 に お い て も 、 次 項 に 規 定 す る 計 画 期

間 内 に 限 り 、 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 と み な す 。 た だ し 、 事 業 の 廃

止 そ の 他 の 事 由 に よ り 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 に 基 づ く 地 球 温 暖 化 を

防 止 す る 対 策 を 継 続 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 者 は 、 こ

の 限 り で な い 。  

第 89 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

９  第 ６ 項 の 規 定 は 、 条 例 第  144 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 公 表 に つ い

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ６ 項 中 「 地 球 温 暖 化 対 策 事 業

者 の 事 業 所 に お い て 容 易 に 閲 覧 で き る よ う 場 所 、 時 間 等 に 配 慮 し

て 備 え 置 き 、 掲 示 す る 等 の 」 と あ る の は 、 「 、 地 球 温 暖 化 対 策 事

業 本 部 地 球 温 暖 化 対 策 課 に 備 え 置 く こ と の ほ か 、 イ ン タ ー ネ ッ ト

の 利 用 そ の 他 適 切 な 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

第 ９ 章 第 １ 節 に 次 の ３ 条 を 加 え る 。  

（ 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 の 評 価 の 通 知 等 ）  

第 89 条 の ２  条 例 第  144 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 評 価 の 内 容 の 通

知 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。  

 (1)  地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 名 称  

 (2)  地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 所 在 地  

 (3)  条 例 第  144 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 評 価 の 結 果  

 (4)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

２  条 例 第  144 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 、 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 本 部 地 球 温 暖 化 対

策 課 に 備 え 置 く こ と の ほ か 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 適 切 な

方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 非 該 当 の 届 出 ）  

第 89 条 の ３  条 例 第  144 条 の ３ の 規 定 に よ る 届 出 は 、 第 89 条 第 ３ 項

に 規 定 す る 計 画 期 間 内 に 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 に 該 当 し な く な っ

た 場 合 に お い て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 す る こ と

に よ り 行 う も の と す る 。  

 (1)  事 業 者 の 名 称  

 (2)  事 業 者 の 所 在 地  

 (3)  該 当 し な く な っ た 理 由  

 (4)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 （ 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 以 外 の 者 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 の 提

出 等 ）  

第 89 条 の ４  条 例 第  144 条 の ４ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 公 表 に つ い て は

、 第 89 条 第 ９ 項 の 規 定 （ 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 に 係 る 公 表 に 係 る 部
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分 に 限 る 。 ） を 準 用 す る 。  

 第 ９ 章 に 次 の １ 節 を 加 え る 。  

    第 ３ 節  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入  

 （ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 の 検 討 及 び 報 告 ）  

第 90 条 の ２  条 例 第  146 条 の ２ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 建 築 物 は 、

床 面 積 （ 増 築 又 は 改 築 の 場 合 に あ っ て は 、 当 該 増 築 又 は 改 築 に 係

る 部 分 の 床 面 積 ） の 合 計 が  2,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る 建 築 物

と す る 。  

２  条 例 第  146 条 の ２ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る エ ネ ル ギ ー は 、 風 力

、 水 力 、 地 熱 、 バ イ オ マ ス （ 動 植 物 に 由 来 す る 有 機 物 で あ っ て エ

ネ ル ギ ー 源 と し て 利 用 す る こ と が で き る も の （ 原 油 、 石 油 ガ ス 、

可 燃 性 天 然 ガ ス 及 び 石 炭 並 び に こ れ ら か ら 製 造 さ れ る 製 品 （ 以 下

「 化 石 燃 料 等 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） を い う 。 ） を 熱 源 と す る 熱

そ の 他 化 石 燃 料 等 を 熱 源 と す る 熱 以 外 の エ ネ ル ギ ー （ 原 子 力 を 除

く 。 ） と す る 。  

３  条 例 第  146 条 の ２ の 規 定 に よ る 報 告 は 、 当 該 建 築 物 に つ い て 建

築 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 確 認

の 申 請 又 は 同 法 第 18 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 計 画 の 通 知 を す る 予 定 の

日 の 21 日 前 ま で に 行 う も の と す る 。  

 （ 住 宅 を 展 示 す る 者 の 責 務 ）  

第 90 条 の ３  条 例 第  146 条 の ３ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 自

ら 管 理 運 営 す る 展 示 場 に お い て 共 同 住 宅 以 外 の 住 宅 の 供 給 を 業 と

す る 複 数 の 者 に 建 築 物 を 建 築 さ せ る こ と に よ り 展 示 す る 方 法 と す

る 。  

 （ エ ネ ル ギ ー 供 給 事 業 者 に よ る 情 報 の 提 供 ）  

第 90 条 の ４  条 例 第  146 条 の ４ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る エ ネ ル ギ ー

の 供 給 を 行 う 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

 (1)  電 気 事 業 法 （ 昭 和 39 年 法 律 第  170 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 10 号 に

規 定 す る 電 気 事 業 者 及 び 同 項 第 12 号 に 規 定 す る 卸 供 給 事 業 者  

 (2)  ガ ス 事 業 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第 51 号 ） 第 ２ 条 第 11 項 に 規 定 す る

ガ ス 事 業 者  

 (3)  石 油 の 備 蓄 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 50 年 法 律 第 96 号 ） 第

２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 石 油 精 製 業 者 及 び 同 条 第 ７ 項 に 規 定 す る

特 定 石 油 販 売 業 者  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 22 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 89 条

第 ２ 項 の 改 正 規 定 （ 「 ３ 年 度 ご と 」 の 次 に 「 （ 平 成 21 年 度 を 始 期

と す る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 に あ っ て は 、 １ 年 度 ） 」 を 加 え る 部 分

に 限 る 。 ） は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例

施 行 規 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 第 88 条 の ２ の 規 定 は 、 こ の

規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 建 築 基 準 法 （

昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項

に 規 定 す る 確 認 の 申 請 （ 以 下 「 確 認 の 申 請 」 と い う 。 ） 又 は 同 法

第 18 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 計 画 の 通 知 （ 以 下 「 計 画 の 通 知 」 と い う

。 ） を す る 建 築 物 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 確 認 の 申 請 又 は 計

画 の 通 知 を す る 建 築 物 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  施 行 日 前 に 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12

月 横 浜 市 条 例 第 58 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第  141 条 の ４ 第 １

項 の 規 定 に よ る 届 出 を し て い な い 建 築 物 の う ち 、 施 行 日 前 に 確 認

の 申 請 若 し く は 計 画 の 通 知 を し て い る も の 又 は 施 行 日 か ら 起 算 し

て 21 日 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に 確 認 の 申 請 若 し く は 計 画 の 通 知 を

す る 予 定 の も の に つ い て の 新 規 則 第 88 条 の ３ の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 同 条 中 「 当 該 特 定 建 築 物 に つ い て 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法

律 第  201 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る

確 認 の 申 請 又 は 同 法 第 18 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 計 画 の 通 知 を す る 予

定 の 日 の 21 日 前 ま で に 」 と あ る の は 、 「 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等

に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 21 年 ６ 月 横 浜

市 規 則 第 67 号 ） の 施 行 の 日 以 後 速 や か に 」 と す る 。  

４  施 行 日 前 に 条 例 第  141 条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し て い

な い 建 築 物 の う ち 、 施 行 日 前 に 条 例 第  141 条 の ４ 第 １ 項 第 ３ 号 若

し く は 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 項 の 変 更 に 関 し て 確 認 の 申 請 若 し く は 計

画 の 通 知 を し て い る も の 又 は 施 行 日 か ら 起 算 し て 15 日 を 経 過 す る

日 ま で の 間 に 当 該 事 項 の 変 更 に 関 し て 確 認 の 申 請 若 し く は 計 画 の

通 知 を す る 予 定 の も の に つ い て の 新 規 則 第 88 条 の ５ の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 同 条 中 「 当 該 確 認 の 申 請 又 は 計 画 の 通 知 を す る 予 定

の 日 の 15 日 前 ま で に 」 と あ る の は 、 「 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に

関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 21 年 ６ 月 横 浜 市

規 則 第 67 号 ） の 施 行 の 日 以 後 速 や か に 」 と す る 。  

５  平 成 22 年 度 に お け る 新 規 則 第 89 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 ７ 月 末 日 」 と あ る の は 、 「 11 月

末 日 」 と す る 。  
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